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山形県津波浸水想定・被害想定検討委員会 
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説明内容 P-2 説明内容 
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【資料－２】 これまでの津波浸水想定の取組状況について 
 １ 想定すべき津波レベルと対策の基本的考え方 
  １－１ 最大クラスの津波に対する対応 
  １－２ 津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）の概要 
  １－３ 基本指針の概要 
 ２ 山形県における最大クラスの津波への対応 
 
【資料－３】日本海における大規模地震に関する調査検討会報告書の概要について 
 １ 日本海における大規模地震に関する調査検討会の設置（平成２５年１月～平成２６年８月） 
 ２ 日本海における大規模地震に関する調査検討会の検討した内容 
  ２－１ 地震・津波に関する資料の収集・整理 
  ２－２ 津波の発生要因となる大規模地震の津波断層モデルの検証 
  ２－３ ５０ｍメッシュでの津波の計算 
  参考①～③ 
【資料－４】津波浸水想定、被害想定の調査内容と進め方について 
 １ 津波浸水想定の検討 
 ２ 被害想定の検討 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　こちらが、本日ご説明する項目になります。大きく五つの項目に分けてご説明します。内容は、表記のとおりです。　一つ目は、これまでの県が管理する河川の河川整備計画の策定、変更状況についてです。　二つ目は、村山圏域の変更として、昨年度平成25年7月洪水において被害が発生している月布川について、その水害の状況や河川整備計画の変更内容、また流域住民の意見等について説明します。　三つ目は、置賜圏域の変更として、今年度平成26年7月洪水において被害が発生している吉野川、織機川について、その水害の状況や河川整備計画の変更内容、また流域住民の意見等について説明します。　四つ目は、県で取り組んでいますソフト対策について説明します。　そして最後に河川整備計画の変更に係わる今後のスケジュールを説明します。



これまでの津波浸水想定の取組状況について 

資料－２ 
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１ 想定すべき津波レベルと対策の基本的考え方 

4 ※国土交通省作成資料 

L（レベル）1津波（海岸施設管理者により設定） 

L（レベル）2津波←本検討委員会 



「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、大規模な津波災害が発生
した場合でも、なんとしても人命を守るという考え方のもと、ハード・ソフト
施策の適切な組み合わせにより、減災のための施策を実施 

避難路 

津波避難ビル 津波ハザードマップ 

避難訓練 

１－１ 最大クラスの津波に対する対応 
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ハードによる施策例 ソフトによる施策例 



 
将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため、全国で活用可能な一般的な制度を創設し、
ハード・ソフトの施策を組み合わせた「多重防御」による「津波防災地域づくり」を推進 
 

 

市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画（推進計画）を作成す
ることができる。 

推進計画の作成 

  
津波防災住宅等建設区の創設 都道府県による 

集団移転促進事業計画の作成 
津波避難建築物の 
容積率規制の緩和 

特例措置 

都道府県知事は、基本指針に基づき、津波浸水想定（津波により浸水するおそれがある土地の区域及び浸水した場合に想定される水
深）を設定し、公表する。 

津波浸水想定の設定：本検討委員会 

・都道府県知事は、警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域を、津波災害警戒区域として指定することができる。 
・都道府県知事は、警戒区域のうち、津波災害から住民の生命及び身体を保護するために一定の開発行為及び建築を制限すべき土地
の区域を、津波災害特別警戒区域として指定することができる。 

都道府県知事又は市町村長は、盛土構造物、閘門等の津波防護施設の新設、改良その他の管理を行う。 

津波防護施設の管理等 

一団地の津波防災 
拠点市街地形成施設に関する

都市計画 

（推進計画区域内における特例） 

津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定 

概要 

基 本 指 針 （国土交通大臣） 

１－２ 津波防災地域づくりに関する法律（平成23年法律第123号）の概要 

6 ※国土交通省作成資料 



１－３ 基本指針の概要 

7 ※国土交通省作成資料 



２ 山形県における最大クラスの津波への対応 
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平成７年度：山形県津波災害対策基礎調査 
・「発生する可能性は低いが、考えられる最大規模の地震」として「長期評価佐渡
北方沖」の空白域（右図｢Ｂ｣）マグニチード８．５、「長期評価秋田県沖」の空白域  
（右図｢Ｃ｣）マグニチード８．０を「参考地震」として設定 
・津波浸水域予測図の作成 

平成２３年度：東日本大震災後の対応 
・「山形県津波災害対策基礎調査」結果から考えられ得る最大規
模の地震（マグニチュード８．５）を前提とした津波シミュレーション
による、津波浸水域予測図の修正（左図：参考酒田地区） 
見直しにあたっては、「津波・高潮ハザードマップマニュアル」（平成１６年３月内閣府発行）の「時系列
を考慮した数値シミュレーション」による手法等に基づき、国土交通省の津波防災地域づくり基本指針
（平成２３年１２月）を踏まえ県下全域での津波予測計算を行い、津波発生から陸上遡上までを包括し
た予測を行った 

Ｈ２３公表の津波浸水域予測図は、津波防災
地域づくりに関する法律に基づく津波浸水想定が
策定されるまでの間の暫定的なもの 
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